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古
代
の
こ
と
ば

|
|
踏
歌
詞
の
伝
統
と
変
化
|
|

藤
原

茂
樹

は
じ
め
に

新
年
初
め
て
の
満
月
の
寒
い
夜
に
、
多
数
の
男
女
が
集
ま
り
、
土
を
踏
み
歌
を
歌
い
舞
ふ
踏
歌
は
、
文
学
と
芸
能
と
の
ふ
た
つ
の
要
素
を

も
っ
。
見
知
ら
ぬ
男
女
が
、
春
秋
の
よ
き
日
に
、
歌
を
か
け
あ
う
歌
垣
と
同
様
、
文
学
芸
能
両
面
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
歌
垣
と
は
異

な
り
、
奈
良
以
前
の
歌
調
が
残
さ
れ
な
い
た
め
に
、
こ
の
時
代
の
踏
歌
の
文
学
研
究
は
容
易
に
核
心
に
進
ま
な
い
。
小
論
は
、
踏
歌
初
期
の

資
料
的
欠
落
を
補
う
た
め
の
、
試
み
で
あ
る
。

丙
午
(
十
六
日
)
是
の
日
に
、
漢
人
等
、
踏
歌
を
奏
る
。
(
『
日
本
書
紀
』
持
統
七
年
正
月
六
九
三
年
)

い
く
ひ

辛
丑
(
十
七
日
)
漢
人
踏
歌
を
奏
る
。
五
位
よ
り
以
上
、
射
す
。
発
卯
(
十
九
日
)
、
唐
人
、
踏
歌
を
奏
る
(
『
日
本
書
紀
』
持
統
八
年

正
月
)



古
代
日
本
で
は
、
踏
歌
は
、
渡
来
人
が
持
統
天
皇
の
宮
に
参
り
奏
し
た
の
を
は
じ
ま
り
と
す
る
が
、
そ
の
歌
詞
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

天
武
天
皇
三
年
正
月
朔
。
拝
朝
大
極
殿
。
詔
男
女
無
別
、
闇
夜
有
踏
歌
事
。
(
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
所
引
「
本
朝
事
始
」
・
「
年
中
行
事
秘

抄
』
朔
字
な
し
・
『
年
中
行
事
抄
』
朔
・
有
字
な
し
。
『
日
本
書
紀
』
に
該
当
す
る
記
事
な
し
。
六
七
四
年
)

持
統
天
皇
代
を
遡
る
天
武
天
皇
の
宮
で
闇
夜
に
男
女
の
ま
じ
る
踏
歌
が
行
わ
れ
た
と
い
う
右
の
伝
え
も
あ
る
。
上
元
の
満
月
の
下
の
歌
舞

を
常
態
と
す
る
踏
歌
と
し
て
は
、
朔
の
闇
夜
を
は
じ
ま
り
と
す
る
記
事
内
容
は
、
外
来
踏
歌
の
そ
の
ま
ま
の
移
入
と
し
て
な
ら
ば
純
粋
を
欠

く
。
こ
こ
に
も
、
歌
詞
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
飛
鳥
時
代
の
踏
歌
の
音
楽
に
つ
い
て
記
す
の
は
、
後
代
の
『
教
訓
抄
』
巻
六
(
一
二
三
三
年

成
立
)

で
あ
る
。

持
統
天
皇
ノ
御
時
始
レ
之
。
正
月
十
六
日
、
内
裏
ノ
女
踏
歌
節
会
云
。
坊
家
奏
進
次
第
、
如
ニ
白
馬
節
会
一
。
舞
妓
庭
廻
舞
。
有
二
男
舞
一
。

『
万
歳
楽
』
『
賀
殿
」
『
地
久
」
『
延
喜
楽
』
。
古
記
云
、
退
出
音
声
。
「
感
思
多
」
。
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「
坊
家
」
と
は
、
元
正
天
皇
の
時
代
(
在
位
七
一
五
ー
七
二
四
年
)
に
創
設
さ
れ
た
内
教
坊
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
る
曲
の
「
賀
殿
」

は
承
和
(
八
三
四
j
八
四
七
年
)
に
藤
原
貞
敏
が
広
め
た
と
の
伝
え
を
も
ち
、
「
延
喜
楽
」
は
延
喜
八
年
(
九

O
八
)
作
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
(
『
教
訓
抄
』
『
楽
家
録
』
『
雅
楽
事
典
』
)
、
そ
の
何
れ
も
が
持
統
朝
の
事
実
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
り
、
信
頼
で
き
な
い
が
、
察
す
る

と
す
れ
ば
、
女
踏
歌
の
後
に
男
舞
が
あ
る
こ
と

(
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
七
年
(
七
六
三
)
正
月
十
七
日
条
他
)
が
、
奈
良
の
群
臣
踏
歌

に
み
る
あ
り
か
た
に
通
じ
て
い
る
こ
と
や
、
移
入
し
た
て
の
渡
来
芸
能
と
し
て
の
香
り
を
も
っ
時
代
に
、
踏
歌
が
雅
楽
の
伴
奏
を
も
っ
と
し

た
こ
と
に
わ
ず
か
な
筋
が
立
つ
。
鳳
風
が
賢
王
万
歳
楽
と
階
る
祝
意
に
満
ち
た
万
歳
楽
や
、
楽
の
意
図
は
定
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
曲
名

が
、
宮
讃
め
土
地
讃
め
の
祝
意
や
、
当
代
を
讃
え
る
連
想
を
誘
う
と
も
み
え
る
選
曲
に
は
、
誤
認
に
も
一
定
の
道
筋
が
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ

る



里
中
踏
歌

か
く
し
て
、
繁
明
期
の
踏
歌
に
つ
い
て
は
、
歌
も
詩
も
詞
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
次
代
の
天
平
二
年
(
七
三

O
)
皇
后
宮
踏
歌
に
代
表
さ

れ
る
奈
良
の
踏
歌
で
も
、
事
情
は
同
様
で
あ
る
。

み
ゆ
き

天
皇
大
安
殿
に
御
し
ま
し
て
、
五
位
己
上
を
宴
し
た
ま
ふ
。
晩
頭
に
、
皇
后
宮
に
御
幸
し
た
ま
ふ
。
百
官
の
主
典
巳
上
陪
従
し
、
踏

歌
1
U
つ

対

γ且
つ
行
く
。
宮
の
裡
に
引
き
入
れ
て
、
酒
・
食
を
賜
ふ
0

(

「
続
日
本
紀
」
)

「
踏
歌
且
つ
奏
り
且
つ
行
く
」
と
の
所
作
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
な
が
ら
推
測
で
き
る
が
、
歌
詞
に
注
意
を
向
け
ず
記
録
が
な
い
。
同
書
天
平
宝

字
三
年
(
七
五
九
)
正
月
十
八
日
条
「
女
楽
を
舞
台
に
作
さ
し
め
、
内
教
坊
の
踏
歌
を
庭
に
奏
へ
ま
つ
ら
し
む
」
、
天
平
宝
字
七
年
(
七
六
三
)

ぐ
。
」
に
お
い
て
は
、
雅
楽
の
場
と
と
も
に
踏
歌
が
あ
る
こ
と
を
示
す
が
、
踏
歌
詞
は
記
載
さ
れ
な
い
。
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正
月
十
七
日
条
「
唐
・
吐
羅
・
林
邑
・
東
国
・
隼
人
等
の
楽
を
作
さ
し
め
、
内
教
坊
の
踏
歌
を
奏
ら
し
む
。
客
・
主
の
主
典
己
上
こ
れ
に
次

と
こ
ろ
で
、
こ
の
天
皇
以
下
多
勢
の
王
臣
た
ち
の
踏
歌
や
、
華
や
か
な
内
教
坊
踏
歌
の
記
事
と
同
じ
頃
に
、
民
衆
の
聞
に
踏
歌
が
流
行
し

て
い
た
。

O
太
政
官
符

林
一
ボ
ニ
断
両
京
畿
内
踏
歌
一
事

右
被
一
一
右
大
臣
今
月
十
四
日
宣
一
稽
。
奉
レ
勅
。
今
問
。
里
中
踏
歌
承
前
禁
断
。
而
不
レ
従
二
捉
揚
一
猶
有
一
一
濫
行
一
。
巌
加
二
禁
断
一
不
レ
得
一
一

更
然
一
。
若
有
一
一
強
犯
一
者
追
捕
申
上
。

天
平
神
護
二
年
正
月
十
四
日

七
六
六
年
(
『
類
従
三
代
格
』
巻
十
九
禁
制
事
)



そ
の
里
中
踏
歌
禁
止
令
は
、
「
両
京
畿
内
の
踏
歌
」
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
禁
止
令
と
は
裏
腹
な
広
域
の
流
行
を
想
定
し
得
る
。
こ

こ
に
、
「
承
前
禁
断
」
と
あ
る
の
は
、
踏
歌
の
広
が
り
が
、
里
に
お
け
る
芸
能
と
し
て
そ
れ
以
前
か
ら
世
を
騒
が
せ
、
官
吏
か
ら
み
る
と
世
情

を
乱
す
こ
と
久
し
か
っ
た
こ
と
を
知
る
。
民
衆
へ
の
流
行
を
促
す
踏
歌
の
実
態
を
想
像
す
る
と
き
、
漢
詩
の
全
詩
を
詠
じ
る
よ
う
な
優
秀
性

は
多
数
の
民
衆
に
は
望
む
べ
く
も
な
く
、
踏
歌
調
の
和
風
化
が
起
き
て
い
た
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
。

禁
止
令
の
四
年
後
、
宮
廷
を
出
て
、
河
内
へ
下
っ
た
天
皇
の
目
に
、
民
間
の
帰
化
系
の
六
氏
が
、
歌
垣
を
奏
上
し
て
み
せ
た
。
「
続
日
本

紀
』
宝
亀
元
年
(
七
七

O
)
三
月
二
十
八
日
称
徳
天
皇
の
由
義
宮
行
幸
の
時
で
あ
る
。
河
内
の
漢
人
た
ち
、
葛
井
・
船
・
津
・
文
・
武
生
・

蔵
の
六
氏
の
男
女
二
百
三
十
人
が
奉
っ
た
歌
垣
に
お
い
て
、

お
も
h
U
ろ

男
女
相
並
び
て
、
行
を
分
け
て
徐
に
進
む
。
歌
ひ
て
日
は
く
、

少
女
ら
に
男
立
ち
添
ひ
踏
み
平
ら
す
西
の
都
は
万
代
の
宮

と
い
ふ
、
そ
の
歌
垣
に
歌
ひ
て
日
は
く

-4 

淵
も
瀬
も
清
く
さ
や
け
し
博
多
川
千
歳
を
待
ち
て
澄
め
る
川
か
も

た

も

と

ふ

し

と
い
ふ
。
寄
の
曲
節
毎
に
、
扶
を
挙
げ
て
節
を
為
す
。

こ
こ
で
は
、
二
首
の
短
歌
が
記
録
に
残
り
、
他
の
四
首
は
古
詩
で
あ
り
煩
し
い
た
め
採
録
し
な
い
と
あ
る
(
同
書
同
記
事
)
。
土
橋
寛
は
こ

の
冒
頭
歌
に
つ
い
て
、
「
「
踏
み
平
ら
す
」
や
「
万
代
の
宮
」
の
語
句
に
は
、
「
踏
寄
」
の
観
念
や
、
そ
の
歌
詞
の
「
万
年
春
」
「
万
歳
春
」
の

慣
用
句
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
も
疑
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
く
寿
祝
的
な
歌
舞
と
し
て
、
宮
廷
の
歌
垣
は
踏
豆
町
と
相
混
請
し
あ
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
」
(
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
)
と
、
宮
廷
化
し
た
歌
垣
が
踏
歌
と
混
請
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
新
日
本
古

典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀

四
』
で
は
、
こ
れ
を
「
宮
廷
儀
礼
化
し
た
歌
垣
に
、
踏
歌
の
仕
草
が
合
わ
さ
っ
て
い
る
。
」
と
す
る
。
池
田
弥



三
郎
「
日
本
芸
能
伝
承
論
』
も
早
く
に
「
ふ
み
な
ら
す
」
は
踏
歌
の
踏
を
意
識
し
、
「
万
代
の
宮
」
は
踏
歌
と
か
か
わ
り
深
い
語
句
と
指
摘
す

る
。
歌
垣
と
踏
歌
の
両
芸
能
の
混
治
以
前
に
、
踏
歌
の
問
題
と
し
て
考
え
て
お
く
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
『
続
日
本
紀
』
に
日
記
録
さ
れ
て
い
る

踏
歌
の
記
録
に
は
、
宮
廷
の
管
理
下
で
行
わ
れ
た
も
の
を
残
し
、
宮
都
を
祝
福
す
る
傾
向
の
も
の
が
あ
る
。
天
平
二
年
条
の
踏
歌
は
造
成
さ

れ
た
ば
か
り
の
皇
后
宮
を
祝
福
し
、
天
平
十
四
年
恭
仁
京
で
の
少
年
童
女
踏
歌
は
、
遷
都
二
年
目
だ
が
、
前
年
の
十
一
月
に
大
養
徳
恭
仁
大

宮
と
す
る
勅
を
下
し
、
直
後
の
翌
年
正
月
十
六
日
節
に
お
け
る
行
事
と
し
て
大
安
殿
で
行
わ
れ
た
。
ま
た
平
安
京
遷
都
後
は
じ
め
て
の
延
暦

十
四
年
(
七
九
五
)
正
月
十
六
日
に
女
踏
歌
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
『
類
衆
国
史
』
巻
七
十
二
踏
歌
に
よ
り
知
ら
れ
る
。
こ
の
踏
歌
詞
に
は
、
漢

詩
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
詩
句
中
に
「
帝
宅
新
成
最
可
レ
憐

郊
野
道
平
千
里
望
」
「
不
レ
日
愛
開
億
載
宮

壮
麗
裁
レ
規
伝
一
一
不
朽
一
」
「
今
日

新
京
太
平
楽

年
々
長
奉
我
皇
庭
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
帝
都
を
寿
ぐ
趣
意
が
表
さ
れ
儀
礼
的
色
彩
が
強
い
。
同
様
右
の
歌
垣
も
儀
礼
化
し

そ
の
歌
詞
は
、
「
踏
み
な
ら
す
西
の
都
は
万
代
の
宮
」
と
、
{
呂
や
都
を
踏
み
鎮
め
る
意
図
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
淵
も
瀬
も
」
の
歌
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た
も
の
で
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
「
風
土
記
』
な
ど
で
伺
い
知
る
地
方
や
民
間
の
歌
垣
に
お
け
る
在
来
の
性
格
を
極
端
に
減
じ
て
い
る
。

の
前
に
、
「
そ
の
歌
垣
に
歌
ひ
て
」
と
記
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
以
降
の
歌
が
歌
垣
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
冒
頭
の
「
少
女
ら
に
」

の
歌
は
、
後
続
の
歌
垣
歌
と
は
画
さ
れ
た
別
の
動
機
を
も
っ
と
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
盛
大
な
歌
垣
の
楽
し
み
に
先
だ
ち
、
陪
都
と
し
て

の
西
都
を
踏
む
呪
的
な
意
識
を
も
っ
領
歌
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
で
は
、
当
日
に
お
け
る
景
が
詠
ま
れ
、
集
う
男
女
は
寄
り
添
い
、
地
を

踏
み
、
宮
の
永
久
が
こ
と
ほ
が
れ
る
。
先
説
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
踏
歌
と
性
質
を
通
わ
す
と
み
る
こ
と
は
一
理
あ
る
が
、
{
呂
ぼ
め
の
思
惟

は
踏
歌
に
は
じ
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
建
築
物
の
永
久
を
祝
福
す
る
の
は
、
室
寿
の
詞
(
顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
)
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
〈
踏
む
〉
動
作
が
建
物
を
鎮
め
永
久
を
祈
る
呪
的
行
為
で
あ
る
こ
と
は
、
『
万
葉
集
』
の
歌
に
よ
り
知
ら
れ
る
。

新
室
を
踏
み
鎮
む
児
し
手
玉
鳴
ら
す
も
玉
の
ご
と
照
り
た
る
君
を
内
に
と
申
せ

巻
十
一
・
二
三
五
二



し
た
が
っ
て
、
在
来
の
家
ぼ
め
や
土
地
ぼ
め
の
思
惟
の
流
れ
を
引
き
つ
つ
、
陪
都
を
集
団
で
踏
む
行
為
に
押
し
広
げ
る
踏
歌
の
も
つ
性
能
が

合
わ
さ
れ
て
、
歌
垣
に
先
立
つ
予
祝
歌
が
奏
さ
れ
た
と
理
解
す
る
。
帰
化
系
の
民
衆
が
土
着
化
の
中
で
、
日
本
の
古
い
習
俗
を
取
り
込
み
渡

来
芸
能
と
習
合
さ
せ
や
ま
と
歌
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
「
万
代
」
の
語
は
、
『
万
葉
集
』
に
類
例
を
見
、
中
で
も
「
万
代
に

い
で
ま
し

行
幸
の
宮
」
(
巻
三
・
一
三
五
)
は
、
こ
の
句
の
用
い
方
と
近
い
た
め
、
必
ず
し
も
踏
歌
独
自
の
語
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
後
代
の

変
は
ら
ず

あ
ら
む

『
釈
日
本
紀
』
十
五
述
義
(
一
二
七
四
j

二二
O
一
年
)
「
奏
踏
歌
」
の
割
注
に
は
、
「
私
記
、
今
俗
日
二
阿
良
礼
走
一
、
師
説
、
此
歌
曲
之
終
、

必
重
称
一
一
万
年
阿
良
礼
一
。
今
改
日
二
万
歳
楽
一
。
是
古
語
之
遺
也
。
」
と
、
踏
歌
は
歌
曲
の
終
わ
り
に
「
よ
ろ
づ
よ
あ
ら
れ
」
と
く
り
か
え
し
唱

え
、
こ
れ
を
俗
に
「
あ
ら
れ
ば
し
り
」
と
い
う
と
み
え
る
。
「
俗
日
」
と
は
、
「
あ
ら
れ
ば
し
り
」
の
称
が
、
民
間
踏
歌
に
由
来
す
る
こ
と
の

示
唆
と
な
る
。
「
是
古
語
之
遺
也
」
の
「
古
語
」
と
は
、
「
万
年
阿
良
礼
」
を
さ
す
。
こ
こ
で
は
、
『
弘
仁
私
記
』
(
弘
仁
三
年

八
一
二
)
の

そ
の
時
点
を
遡
る
時
代
に
、
す
で
に
民
間
踏
歌
に
お
い
て
騰
し
詞
の
和
風
化
が
起
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
在
来
の
予
祝
行
事
の
こ
と
ば
を
踏
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時
代
が
、
「
A
己
に
あ
た
る
た
め
、
こ
の
時
に
「
古
証
巴
と
感
じ
る
来
歴
の
ゆ
か
し
さ
が
「
よ
ろ
づ
よ
あ
ら
れ
」
の
語
句
に
醸
さ
れ
て
い
る
。

歌
が
摂
取
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

他
資
料
を
み
る
と
、
近
い
時
代
の
延
暦
の
漢
詩
に
よ
る
宮
廷
踏
歌
詞
(
『
類
緊
国
史
』
、
次
引
『
朝
野
群
載
」
所
収
踏
歌
章
曲
。
)
に
は
「
万

年
阿
良
礼
」
の
句
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
そ
の
唱
え
は
、
禁
止
さ
れ
て
も
途
絶
え
な
か
っ
た
奈
良
の
里
中
踏
歌
の
中
で
育
ち
、

「
凡
京
都
踏
歌
、

一
切
禁
断
」
(
『
延
喜
式
』
弾
正
台
)

の
記
録
で
確
認
さ
れ
る
平
安
の
民
間
踏
歌
に
継
承
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
宮
廷
踏

歌
と
民
間
踏
歌
と
の
二
つ
の
芸
能
は
、
共
に
平
安
の
都
へ
流
れ
込
ん
で
行
っ
た
。

万
春
楽



我
が
国
の
踏
歌
史
上
、
漢
詩
が
詠
じ
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
は
、
延
暦
十
四
年
(
七
九
五
)

の
例
(
「
類
緊
国
史
』
)
と
、
『
朝
野
群

載
』
の
「
万
春
楽
」
で
あ
る
。
ば
ん
す
ら
く
に
つ
い
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
初
音
巻
に
、
光
源
氏
が
「
万
春
楽
、
御
口
ず
さ
み
に
の
た
ま
ひ

踏
歌
章
曲

て
」
と
前
夜
の
男
踏
歌
を
思
い
起
こ
す
場
面
が
知
ら
れ
て
い
る
。

高
春
楽
々
々
々

延
暦
休
期
帝
化
昌
喜
楽

我
皇
延
昨
億
千
齢
寓
春
楽

願
以
佳
辰
掌
楽
事
天
人
感
呼

我
皇
延
昨
億
千
齢
軍
事
楽

元
正
慶
序
年
光
麗
蔦
春
楽

百
畔
陪
蓮
華
限
内
天
人
感
呼

千
般
作
楽
紫
{
辰
場
喜
楽

人
君
湛
露
帰
依
徳
寓
春
楽

旦
暖
春
天
仰
載
陽
寓
春
楽

千
々
億
歳
奉
明
王
寓
春
楽

(
『
朝
野
群
載
』
巻
二
十
一
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平
安
末
)
4

こ
の
男
踏
歌
の
嚇
し
詞
は
「
万
春
楽
・
天
人
感
呼
」
で
あ
り
、
『
朝
野
群
載
』
他
記
事
「
女
踏
歌
章
曲
七
首
」
(
引
用
略
)

の
女
踏
歌
は
「
千

春
楽
・
天
人
感
呼
・
聖
主
億
千
齢
」
で
あ
る
。
ま
た
、
「
類
緊
国
史
』

の
女
踏
歌
は
、
「
新
京
楽
平
安
楽
土
万
年
春
、
新
年
楽
平
安
楽
土
万
年

春
」
の
嚇
し
詞
を
も
つ
が
、
「
万
春
楽
」
を
み
な
い
。
右
資
料
の
範
囲
で
は
「
万
春
楽
」
が
男
踏
歌
の
印
象
的
な
唱
詞
と
み
え
る
。
光
源
氏

が
余
韻
の
中
で
「
万
春
楽
」
と
口
ず
さ
む
の
は
、
し
た
が
っ
て
男
踏
歌
の
後
朝
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。
『
河
海
抄
』
巻
十
(
貞
治
年

我
皇
延
一
昨
億
仙
齢
万
春
楽

一
三
六
二
j

一
三
六
七
)
も
右
と
同
様
の
漢
詩
を
引
い
て
い
る
。
(
一
部
異
同
あ
る
)

元
正
慶
序
年
光
麗
々
々

延
暦
佳
朝
帝
化
昌
々
々

千
般
作
楽
紫
{
辰
場
々
今

百
昨
陪
蓮
華
幅
内
天
人
感

人
需
湛
露
帰
佳
徳
々
々
々



願
以
佳
辰
掌
楽
事
天
人
感

事
次
々
新
元
書
楽
吋
一
一
一
船

末
句
の
付
注
「
淡
海
三
船
撰
」
が
目
に
と
ま
る
。
こ
の
作
詩
年
代
を
、
山
石
橋
小
弥
太
は
延
暦
期
と
し
、
対
し
て
荻
美
津
夫
が
承
和
以
降
と
し

た
が
、
平
間
充
子
、
後
藤
昭
雄
が
、
延
暦
四
年
に
没
し
た
三
船
(
七
一
一
一
一
j
七
八
五
)
に
よ
る
延
暦
一

j
四
年
の
作
と
認
め
直
し
た
。
荻
は

日
暖
春
天
仰
載
陽

千
々
億
歳
奉
明
王

以
下
略
之

紫
色
辰
場
を
紫
寝
殿
と
理
解
し
、
踏
歌
が
紫
震
殿
で
行
わ
れ
た
の
は
天
長
期
(
八
二
四
j
八
三
四
)
で
あ
り
延
暦
(
七
八
二
j
八
O
五
)
に
は

遡
れ
な
い
と
し
た
が
、
平
聞
が
、
『
懐
風
藻
』
怨
詩
「
機
を
撫
で
て
紫
震
に
御
す
」
を
拠
に
「
天
子
の
御
殿
」
の
美
称
の
「
紫
震
」
は
そ
れ
以

前
に
用
例
を
も
っ
て
い
た
と
荻
説
を
否
定
し
た
。
ま
た
、
平
間
説
を
妥
当
と
す
る
後
藤
は
、
承
和
以
降
と
す
る
荻
説
が
「
延
暦
の
休
期
」
(
先

引
『
朝
野
群
載
』
)

の
句
を
説
明
し
な
い
不
足
を
指
摘
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
『
河
海
抄
』
注
記
の
淡
海
三
船
撰
説
を
認
め
、
考
察
を
進
め
て
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大
過
な
い
と
み
ら
れ
る
。
即
ち
、
延
暦
以
降
、
宮
廷
に
お
け
る
群
臣
踏
歌
の
歌
詞
が
、
万
春
楽
と
詠
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ

い
。
群
臣
踏
歌
は
、
史
書
に
延
暦
一

1
四
年
に
行
わ
れ
た
記
事
を
み
な
い
。
『
内
裏
儀
式
』
十
六
日
踏
歌
式
「
延
暦
以
往
踏
歌
誌
縫
殿
寮
賜
榛

摺
衣
群
臣
著
摺
衣
踏
歌
詑
共
脆
庭
中
賜
酒
一
杯
綿
一
連
即
タ
令
近
臣
総
引
至
大
同
年
中
此
節
停
廃
弘
仁
年
中
更
中
興
但
総
引
榛
摺
衣
群
臣
踏

歌
並
停
之
」
の
記
事
に
よ
り
、
こ
の
時
代
の
あ
ら
あ
ら
と
し
た
事
情
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
、
延
暦
以
前
の
群
臣
踏
歌
(
榛
摺
衣
を
着
て
踏
歌

し
、
庭
で
酒
・
綿
を
賜
う
。
)
は
、
大
同
年
中
(
八

O
六
1
八
O
八
)
に
停
止
さ
れ
た
(
弘
仁
年
中
(
八
一

0
1
八
二
二
)
に
再
興
す
る
の

は
女
の
踏
歌
節
。
群
臣
踏
歌
は
停
止
し
た
ま
ま
)
と
理
解
す
る
か
、
延
暦
の
聞
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
と
み
る
か
、
や
や
不
明
瞭
な
点

を
残
し
て
い
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
踏
歌
史
上
万
春
楽
の
曲
は
、
停
止
寸
前
に
踏
歌
に
供
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
の
仁
和
五

年
(
八
八
九
)
に
な
り
、
仁
明
天
皇
代
(
在
位
八
一
ニ
三
f
t
八
五

O
)
の
承
和
(
八
三
四
j
八
四
七
)
の
旧
風
に
従
っ
て
男
踏
歌
が
興
る
と
き

に
、
「
ば
ん
す
ら
く
」
と
踏
歌
一
行
が
唱
え
る
の
は
、
遅
く
と
も
延
暦
に
由
来
し
て
い
た
と
知
る
。
し
た
が
っ
て
、
延
暦
一

j
四
年
淡
海
三
船



の
時
点
で
、
そ
れ
ま
で
の
も
の
と
画
す
る
踏
歌
詞
が
現
れ
、
群
臣
踏
歌
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
正
月
十
六
日
条
の
「
御
一
一

大
極
殿
一
。
宴
一
一
群
臣
井
溺
海
客
一
。
奏
レ
梁
。
賜
一
一
蕃
客
以
上
薬
措
衣
一
。
並
列
レ
庭
踏
歌
。
」
を
最
後
と
し
て
記
録
さ
れ
な
く
な
る
が
、
大
同
・

弘
仁
・
天
長
の
停
止
期
間
を
飛
び
越
え
て
、
踏
歌
詞
万
春
楽
の
影
響
は
、
承
和
、
そ
し
て
仁
和
の
踏
歌
に
及
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

催
馬
楽
興
る

「
仁
明
宇
ニ
貞
敏
唐
ニ
渡
テ
調
子
音
声
楽
各
ノ
催
馬
楽
引
定
。
敦
実
以
レ
是
考
大
同
嘉
祥
年
楽
師
自
レ
唐
来
」
云
々

(
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻

十
二
)

藤
原
貞
敏
(
八

O
七
ー
八
六
七
)
は
琵
琶
の
名
手
で
あ
る
。
渡
唐
(
八
三
八
ー
八
三
九
)

の
後
帰
国
し
、
新
た
に
身
に
付
け
て
き
た
外
来
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
す
で
に
、
そ
の
前
か
ら
謡
い
物
と
し
て
、
宮
廷
の
女
官
に
よ
り
、
貴
族
の
子
弟
に
教
習
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
。
師
は
、
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音
声
を
催
馬
楽
に
引
き
定
め
た
と
い
う
。
外
国
の
音
楽
を
日
本
語
の
歌
詞
に
あ
わ
せ
歌
う
催
馬
楽
は
、
こ
の
時
以
降
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た

広
井
女
王
で
あ
る
。

尚
侍
従
三
位
広
井
女
王
亮
。
広
井
者
。
二
品
長
親
王
之
後
也
。
曽
祖
二
世
従
四
位
上
長
田
王
。
祖
従
五
位
上
広
川
王
。
父
従
五
位
上
雄

河
王
。
広
井
。
天
長
八
年
授
一
一
従
五
位
下
一
。
任
一
一
尚
膳
一
。
嘉
祥
三
年
授
一
一
従
四
位
上
一
。
任
一
一
権
典
侍
一
。
仁
寿
四
年
授
一
一
従
三
位
一
。
天

安
三
年
転
一
一
尚
侍
一
。
亮
時
年
八
十
有
余
。
広
井
少
修
一
一
徳
操
一
。
挙
動
有
レ
礼
。
以
レ
能
レ
歌
見
レ
称
。
特
善
一
一
閣
閣
制
直
一
。
諸
大
夫
及
少

(
『
日
本
三
代
賓
録
』
貞
観
元
年
八
五
九
十
月
廿
三
日
条

八
五
九
)

年
好
事
者
。
多
就
而
習
レ
之
薦
。
至
二
子
姐
浸
一
。
時
人
悼
レ
之

こ
れ
が
、
史
書
に
お
け
る
催
馬
楽
の
語
の
初
見
記
事
で
あ
る
。
広
井
女
王
の
亮
年
か
ら
推
す
と
、
生
年
は
奈
良
時
代
光
仁
天
皇
宝
亀
年
間

(
七
七

0
1七
八

O
)
と
み
ら
れ
る
。
思
春
期
を
奈
良
の
都
で
過
ご
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
女
王
が
催
馬
楽
を
身
に
付
け
た
時
期
は
不
明
だ
が
、



奈
良
の
和
琴
奏
法
や
謡
い
物
の
伝
統
を
受
け
、
平
安
時
代
へ
こ
れ
を
繋
い
だ
女
性
で
あ
る
、
仁
明
代
も
宮
廷
で
送
り
、
昇
進
し
て
ゆ
く
さ
ま

が
右
に
み
え
る
。
女
王
の
生
き
た
時
代
は
、
奈
良
時
代
の
謡
い
物
を
引
き
継
い
で
催
馬
楽
が
萌
芽
し
形
成
し
て
ゆ
く
初
期
段
階
に
あ
た
っ
て

い
る
が
、
当
時
の
記
録
が
残
さ
れ
な
い
た
め
、
曲
種
の
細
目
が
判
然
と
し
な
い
。

一
方
、
新
し
い
時
代
に
変
化
し
た
男
踏
歌
に
は
、
初
期
形
態
の
記
録
を
残
さ
な
い
も
の
の
、
仁
和
の
再
興
時
の
こ
と
と
し
て
、
そ
の
五
代

前
の
仁
明
天
皇
代
の
踏
歌
の
様
子
を
尋
ね
復
活
さ
せ
た
記
録
が
残
る
。

広
相
卿
伝
云
。
仁
和
五
年
。
蒙
レ
勅
造
二
撰
踏
歌
記
一
巻
一
.
件
記
一
仁
寿
以
後
四
代
。
中
絶
不
行
寸
今
年
尋
一
一
承
和
旧
風
一
始
行
レ
之
。
(
『
年

中
行
事
抄
』
踏
歌
事
)

第
五
四
代
田
圃
(
在
位
八
三
三

1
八
五
O
)
o
五
五
代
文
徳
。
五
六
代
清
和
。
五
七
代
陽
成
。
五
八
代
光
孝
。
五
九
代
用
閣
(
在
位
八
八
七

1

八
九
七
)o
六
O
代
官
哩
(
在
位
八
九
七

1
九
三
O
)
o
六
一
代
朱
雀
(
在
位
九
三
O

j
九
四
六
)o
六
二
代
町
出
(
在
位
九
四
六

1
九
六
七
)

0

六
三
代
間
閣
(
在
位
九
六
七
1
九
六
九
)
o

六
四
代
円
圃
(
在
位
九
六
九
1
九
八
四
)
と
続
く
、
文
徳
j
光
孝
四
代
の
中
絶
期
間
を
お
い
て
、

男
踏
歌
は
復
活
す
る
。
折
し
も
、
宇
多
天
皇
、
醍
醐
天
皇
の
時
世
は
、
楽
譜
作
成
を
な
し
た
藤
原
忠
房
(
生
年
未
詳
!
九
二
八
)
、
ま
た
催
馬

*
仁
和
五
年
八
八
九
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楽
師
伝
相
承
の
元
祖
た
る
敦
実
親
王
(
八
九
七
j
九
六
七
)
が
生
き
た
時
代
で
あ
っ
た
。
楽
書
の
伝
に
よ
る
と
、

「
催
馬
楽
は
。
笛
に
は
左
近
少
将
藤
原
忠
房
依
一
一
延
喜
聖
主
勅
一
譜
を
作
る
。
等
比
巴
に
は
中
務
大
輔
信
明
一
」
脚
譜
を
つ
く
る
。
院
禅
所
レ

用
此
説
云
々
。
」
(
『
胡
琴
教
録
』
上
)
。

「
お
ほ
か
た
催
馬
楽
を
笛
に
て
つ
け
は
じ
め
け
る
事
は
延
喜
の
御
時
勅
に
よ
り
て
左
近
少
将
藤
原
忠
房
の
き
み
給
て
譜
を
つ
く
り
給

笠
も
つ
け
物
な
れ
は
そ
の
こ
ろ
よ
り
に
て
は
や
侍
け
ん
。
」
(
『
文
机
談
』
巻
四
)

藤
原
忠
房
は
、
醍
醐
天
皇
の
勅
を
得
て
、
笛
の
催
馬
楽
譜
を
作
成
し
た
と
い
う
。
笠
が
つ
け
ら
れ
る
の
も
こ
の
頃
と
さ
れ
る
。
博
雅
の
二
男



信
明
(
九
一

0
1九
七

O
)
は
、
等
比
巴
の
催
馬
楽
譜
を
作
成
し
た
と
伝
え
る
。

「
催
馬
楽
譜
此
大
臣
(
*
左
大
臣
雅
信

筆
者
注
)
作
之
。
或
抄
云
。
延
喜
廿
年
右
近
少
将
藤
原
忠
房
依
勅
定
作
之
云
々
。
然
而
多
分

説
雅
信
公
所
作
也
」
(
『
部
曲
相
承
次
第
』
*
永
和
元
年
(
一
三
七
五
)
奥
書
)

と
忠
房
以
外
に
は
、
源
雅
信
(
九
二

0
1九
九
三
)

の
催
馬
楽
譜
作
成
も
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
頃
は
、
蹴
鞠
放
鷹
な
ど
の
芸
道
の
発
展
も
目

覚
し
く
、
音
楽
の
さ
ま
ざ
ま
な
創
作
も
な
さ
れ
た
。
醍
醐
朝
は
、
延
喜
楽
(
『
教
訓
抄
』
巻
五
)
、
「
胡
蝶
」
(
『
教
訓
抄
』
巻
五
)
、
『
新
撰
横
笛

譜
』
(
延
喜
二
十
一
撰
)
、
村
上
朝
は
『
博
雅
笛
譜
」
(
康
保
三
年
撰
)
な
ど
音
楽
芸
能
の
花
開
い
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
催
馬
楽

と
男
踏
歌
と
が
接
近
し
て
い
る
。

踏
歌
詞
の
和
風
化
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踏
歌
は
行
列
を
な
し
て
奏
さ
れ
る
が
、
宮
廷
に
参
入
す
る
男
踏
歌
の
具
体
的
内
容
を
、
『
醍
醐
天
皇
御
記
」
か
ら
み
て
お
く
。

十
四
日
丁
巳
、
此
夜
有
一
一
踏
歌
手
、
刊
日
鞠
子
一

P
M暗
註
日
当
官
明

晩
頭
風
雪
、
及
二
戊
刻
一
雪
晴
、
亥
一
魁
、
踏
歌
人
等
参
一
二
人
於
右
近
陣
前
班
一
管
絃
(
中
略
)
舞
人
等
【
進
】
到
一
一
竹
架
東
頭
一
列
立
、

先
奏
一
一
調
子
一
、
次
奏
一
同
同
国
、
漸
進
一
一
南
北
一
惣
三
度
、
差
回
一
一
御
前
一
分
立
、
言
吹
町
園
、
持
嚢
岡
崎
即
奏
一
一
回
阻
凶
幽
一
、

次
奏
一
同
幽
一
、
此
間
内
蔵
寮
、
【
立
】
蓋
盤
食
竹
東
編
掃
部
施
二
床
子
一
、
奏
レ
歌
了
、
行
著
一
一
床
子
一
、
親
王
公
卿
等
下
行
酒
、
三
四

巡
後
管
弦
、
更
調
一
一
歌
問
川
岨
一
、
便
北
列
一
一
庭
中
一
、
内
侍
蔵
人
等
持
一
一
被
綿
一
給
一
一
階
座
歌
頭
以
下
舞
童
以
上
一
、
隻
々
舞
進
上
レ
階
給

レ
綿
、
持
刊
行
十
ぽ
叫
し
ら
了
歌
一
一
閑
閑
圃
一
退
出
、
時
子
一
刻
、
自
一
一
瀧
口
一
到
一
一
東
宮
息
所
曹
司
一
踏
舞
、
(
中
略
)
寅
四
魁
還
参
一
一
入
内

裏
一
、
候
二
右
近
衛
陣
前
一
、
召
一
一
之
東
庭
一
、
諒
一
一
一
給
一
一
酒
肴
一
令
奏
一
一
絃
歌
一
、
三
四
曲
後
給
レ
禄
、
鎖
措
嬰
討
す
即
入
レ
内
、
歌



舞
人
等
退
出
、
子
レ
時
卯
三
魁
、

(
『
醍
醐
天
皇
御
記
』
延
喜
十
三
年

九
二
二
正
月
十
四
日
)

O
河

海
抄

〈
万
春
楽
〉
で
男
踏
歌
が
は
じ
ま
り
、
〈
我
家
〉
を
退
出
曲
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
〈
万
春
楽
〉

万
春
楽
踏
歌
曲
催
馬
楽
(
多
)
氏
之
外
不
伝
之
也

の
発
声
は
、

は
ん
す
ら
く
一
段

く
わ
ん
え
ん
そ
う
お
く
せ
ん
ね
ん
一
雇

く
ゑ
ん
せ
い
く
ゑ
う
ね
ん
く
わ
う
れ
い
三
段
(
『
河
海
抄
』
巻
十
)

と
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
〈
万
春
楽
〉
に
は
祝
意
が
あ
り
、
言
吹
の
吐
く
詞
は
、
内
容
記
載
が
な
い
が
、
予
祝
の
こ
と
ば
と
推
測
で
き

る
。
「
踏
歌
者
新
年
之
祝
調
累
代
之
遺
美
也
、
歌
頒
以
延
宝
一
昨
言
吹
以
祈
豊
年
」
(
「
年
中
行
事
抄
』
)
を
参
照
す
れ
ば
、
目
的
と
し
て
、
踏
歌

は
新
年
の
祝
詞
、
宝
一
昨
を
延
べ
、
豊
年
を
祈
る
詞
と
歌
を
奏
す
る
芸
能
集
団
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
が
、
「
新
年
之
祝
調
」

は
万
春
楽
が
奏
さ
れ
る
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
し
、
「
言
吹
以
祈
豊
年
」
は
、
「
言
吹
吐
調
」
に
豊
年
を
祈
る
語
句
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
考

ふ
く
ろ

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
嚢
を
持
ち
綿
を
数
え
る
言
動
が
、
「
到
綿
処
、
唱
一
十
百
千
万
億
等
」
(
『
李
部
王
記
』
延
長
七
年
)
と
記
録

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
役
は
、
綿
の
数
を
口
に
出
し
て
唱
え
、
そ
れ
を
果
て
し
な
い
数
ま
で
数
え
上
げ
て
、
主
の
財
力
の
豊
か
さ
を
讃
嘆
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し
、
綿
の
如
く
富
も
寿
も
延
び
よ
と
予
祝
し
た
も
の
で
あ
る
。
袋
持
ち
の
演
技
の
と
き
に
絹
鴨
曲
が
演
奏
さ
れ
る
の
は
、

ー与 一「

k 合
三並 V~ 

日そ
臨も
馬

そ
楽9

な
に
そ
も
そ

き
い
ぬ
か
も

わ
た
か
も
お
〉

せ
に
か
も
ぬ
の
か
も
な
に
そ
も
そ
」
(
「
彰
考
館
蔵
平
仮
名
四

と
あ
る
歌
詞
の
目
的
に
よ
く
叶
う
。
な
お
、
「
醍
醐
天
皇
御
記
』

の
「
言
吹
吐
調
、
持
嚢
計
綿
」
は
記
事
を
簡
略
化
し
て
い
る
が
、
『
新
儀
式
』

こ
と
ぷ
き
ふ
く
ろ
も
ち

踏
歌
式
の
「
言
吹
進
出
当
綿
案
立
奏
祝
調
喚
嚢
持
二
声
嚢
持
称
唯
進
而
計
綿
数
奏
」
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
復
原
で
き
る
。
言
吹
と
嚢
持
と
い

う
役
名
の
者
が
い
て
、
言
吹
が
祝
調
を
奏
し
、
嚢
持
を
呼
び
だ
し
、
嚢
持
が
嚢
を
持
ち
進
み
出
て
綿
計
り
の
数
を
奏
す
る
の
で
あ
る
。

伴
信
友
の
記
録
『
中
古
雑
唱
集
」
所
収
「
司
中
公
文
抄
」

に
よ
る
と
、
伊
勢
の
斎
王
の
離
宮
院
の
踏
歌
記
録
に
は
、
『
醍
醐
天
皇
御
記
』
踏



歌
記
事
の
、
省
略
さ
れ
た
踏
歌
詞
を
想
像
さ
せ
る
踏
歌
調
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

一
十
五
日
氏
神
離
宮
院
踏
歌
神
事
云
々

バ
ム
ス
イ
ラ
ク
、
セ
ン
シ
ウ
ラ
夕
、

ヘ
イ
ア
ム
一
一
、
ス
コ
シ
ツ
ツ
、
ト
ミ
ヲ
シ
テ
、
サ
、

ヨ
ヲ
フ
ル
マ
デ
、

マト
ウ三
スド

ツ
ギ

シ
ン
、
不
ン
、

ア
ラ
タ
マ
ン
テ
、

タ
カ
ラ
ノ
、
御
ホ
ウ
テ
ン
ニ
、

マ
ヰ
リ
キ
タ
リ
テ
、
カ
タ
シ
ケ
ナ
夕
、

ヲ
カ
ミ
タ
テ
マ
ツ
レ
ハ
、

ク
ロ

カ
子
ノ
ハ
シ
ラ
ヲ
ヨ
リ
タ
テ
、
シ
ロ
カ
ネ
ノ
タ
ル
キ
ヲ
カ
ケ
、
コ
カ
ネ
ヲ
モ
テ
、
コ
、
ヘ
ト
、
フ
キ
タ
テ
マ
ツ
リ
タ
ル
御
ホ
ウ
テ
ン
ト
、

ヲ
カ
ミ
タ
テ
マ
ツ
ル
カ
ナ
ヤ
、

ワ
ウ
ワ
ウ
、

シ
ュ
ン
ケ
ア
テ
イ
ハ
ク
、

フ
ク
ロ
モ
チ
イ
ハ
ク
、

ヨ
ト
モ
/
¥
ト
申
、
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フ
ク
ロ
モ
チ
/
¥
ト
申
、

シ
ュ
ン
ケ
ハ
夕
、
百
千
寓
ア
ソ
ウ
ギ
ノ
御
タ
カ
ラ
モ
ノ
、

ヨ
ミ
ア
ゲ
テ
タ
テ
マ
ツ
レ
、

フ
ク
ロ
モ
チ
、
シ
ュ
ン
ケ
ノ
マ
ヘ
ニ
ス
、
ミ
イ
デ
、
、

ヒ
ダ
リ
ノ
ヒ
ザ
ヲ
ツ
チ
ニ
ツ
キ
テ
、
ミ
ギ
ノ
ヒ
ザ
ヲ
タ
テ
、
、
ミ
キ
ノ
手
ヲ
カ

リ
ギ
ヌ
ノ
、
タ
モ
ト
ヨ
リ
イ
ダ
シ
テ
、

フ
ク
ロ
ヲ
ツ
チ
ニ
ウ
チ
テ
ア
ソ
ブ
、

一
ツ
二
ツ
三
ツ
七
ツ
十
ヲ
百
千
寓
ア
ソ
ウ
ギ
ノ
御
タ
カ
ラ
モ
ノ
、

カ
ゾ
ヘ
タ
テ
マ
ツ
ル
ト
申
、
シ
ュ
ン
ケ
ノ
イ
ハ
ク
、

宮
河
ヤ
、

ア
ナ
タ
コ
ナ
タ
ノ
、

ハ
シ
ツ
メ
ナ
ル
、

ハ
ナ
ゾ
ノ
ニ
、
ト
ミ
コ
ソ
フ
レ
ャ
、
チ
ヨ
ヲ
ヘ
ル
マ
デ
ハ
ド
一

此
神
歌
堅
可
レ
秘
レ
之
他
家
不
レ
可
レ
見
レ
之

ば
ん
す
ら
く
は
、
そ
れ
に
続
く
漢
詩
を
唱
え
ず
、
冒
頭
に
据
え
千
秋
楽
と
の
こ
と
ば
を
添
え
て
、
、
以
下
和
文
の
踏
歌
詞
に
よ
り
、
富
の
蓄
え



を
祝
う
。
つ
ぎ
に
は
、
新
年
に
御
殿
に
参
上
し
拝
む
こ
と
、
柱
や
垂
木
な
ど
建
物
の
素
晴
ら
し
き
を
褒
め
た
た
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
祝

言
者
の
シ
ュ
ン
ケ
が
、
言
吹
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
始
ま
り
の
次
第
か
ら
、
『
醍
醐
天
皇
御
記
』

の
「
次
奏
万
春
楽
(
略
)
言
吹
吐

詞
」
そ
の
ま
ま
の
演
技
と
み
ら
れ
る
。
す
る
と
、
後
世
の
こ
の
記
録
か
ら
、
御
記
に
お
い
て
記
録
さ
れ
ず
不
明
な
ま
ま
に
あ
る
言
吹
の
吐
詞

の
意
図
や
内
容
が
類
推
で
き
る
。
つ
ぎ
に
呼
び
出
さ
れ
る
、

フ
ク
ロ
モ
チ
の
言
動
と
と
も
に
、
実
に
事
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
て
、
目
の
前

に
み
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
奏
す
る
詞
か
ら
み
る
と
、
こ
の
踏
歌
詞
は
、
漢
詩
を
用
い
ず
和
文
を
以
て
し
、
そ
の
内
容
は
祝
意
に
満

ち
満
ち
て
い
る
。
〈
宮
河
〉

の
歌
は
、
〈
竹
川
〉
を
変
化
さ
せ
た
も
の
で
、
そ
の
変
化
の
大
き
さ
が
、
こ
こ
に
挙
げ
る
踏
歌
詞
の
、
宮
廷
と
の

変
化
の
程
を
測
る
も
の
さ
し
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
、
〈
万
春
楽
〉
か
ら
踏
歌
を
は
じ
め
る
こ
と
や
、
祝
詞
と
宝
数
え
の
構
成
を
似
さ
せ
る
こ

と
、
〈
宮
河
〉
を
歌
う
こ
と
な
ど
、
伊
勢
の
斎
王
の
離
宮
院
の
踏
歌
が
、
平
安
の
男
踏
歌
の
末
流
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
起
こ
ら
な
い
と
こ
ろ

い
。
し
か
し
踏
歌
詞
に
こ
も
る
来
訪
者
と
し
て
の
、
建
物
の
部
材
へ
の
目
利
き
と
、
誇
張
気
味
に
放
た
れ
る
祝
意
の
詞
や
宝
の
誇
大
な
数
え
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で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
醍
醐
天
皇
御
記
』
男
踏
歌
の
不
明
な
次
第
の
詳
細
を
補
え
る
が
、
当
然
の
ご
と
く
そ
の
ま
ま
で
あ
る
は
ず
は
な

あ
げ
な
ど
が
、
宮
廷
の
男
踏
歌
人
の
心
持
ち
と
通
じ
て
い
る
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
醍
醐
朝
の
男
踏
歌
は
、
古
く
渡
来
芸
能
か
ら
は
じ

ま
っ
た
名
残
を
、
冒
頭
句
の
漢
詩
の
形
式
に
残
し
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
異
国
風
の
様
相
か
ら
脱
し
た
姿
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

踏
歌
詞
と
催
馬
楽
の
範
囲

男
踏
歌
の
一
行
は
、
万
春
楽
の
他
に
絹
鴨
曲
・
此
殿
・
竹
川
曲
・
我
家
曲
を
奏
し
、

一
旦
退
出
し
還
参
入
し
て
絃
歌
三
四
曲
を
奏
し
て
終
え

る
。
と
こ
ろ
で
、
催
馬
楽
歌
の
種
類
は
、
鍋
島
家
本
『
催
馬
楽
』
と
天
治
本
『
催
馬
楽
抄
』
と
で
わ
ず
か
な
異
な
り
を
も
つ
が
お
お
よ
そ
一

致
し
、
日
律
合
わ
せ
る
と
六
十
一
首
あ
る
。
こ
れ
は
『
梁
塵
愚
案
抄
』

の
歌
種
と
も
総
数
と
も
一
致
す
る
の
で
現
在
催
馬
楽
の
範
囲
は
こ
れ



を
基
準
と
す
る
。
も
っ
と
も
『
簾
中
抄
』
目
録
が
、
万
木
、
鏡
山
、
高
島
、
長
沢
、
千
年
経
、
浅
也
を
数
え
て
六
十
五
首
(
此
殿
・
奥
山
を

各
一
と
数
え
る
と
)
と
す
る
な
ど
別
伝
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
催
馬
楽
譜
は
此
殿
、
竹
河
、
我
家
を
含
む
の
に
、
万
春
楽
、
絹
鴨
を

い
か
な
る
事
態
を
示
す
の
か
。
想
定
し
得
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
三
点
あ
る
。
こ
の
踏
歌
五
曲
か
ら
催

採
用
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

馬
楽
と
し
て
三
曲
が
採
用
さ
れ
た
か
、
ば
ん
す
ら
く
・
絹
鴨
が
踏
歌
曲
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
に
、
他
三
曲
を
催
馬
楽
か
ら
転
用
し
て
組
み
合

わ
せ
た
か
、
宮
廷
保
管
の
歌
謡
か
ら
踏
歌
に
も
催
馬
楽
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
で
あ
る
。
そ
の
判
断
の
鍵
は
、
〈
此
殿
〉
に
あ
る
と
考
え

る
。
催
馬
楽
譜
に
は
、
同
名
で
、
此
殿
(
者
)
、
此
殿
(
乃
)
、
此
殿
(
奥
)
と
三
種
の
歌
調
が
み
え
る
。
催
馬
楽
六
十
一
首
の
中
、
同
名
で

複
数
を
も
っ
歌
は
他
に
奥
山
二
首
を
み
る
の
み
で
、
〈
此
殿
〉
は
、
譜
中
特
異
な
存
在
で
あ
る
。

《
此
殿
》

こ
の
殿
は

む
べ
も

む
べ
も
富
み
け
り

さ
き
草
の

あ
は
れ

さ
き
草
の

は
れ
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三
つ
葉
四
つ
葉
の
中
に

さ
き
草
の

殿
造
り
せ
り
や

殿
造
り
せ
り
や

(
天
治
本
「
催
馬
楽
抄
』
よ
り
)

こ
の
殿
の

西
の

西
の
倉
垣

春
日
す
ら

あ
は
れ

春
日
す
ら

は
れ

春
日
す
ら

行
け
ど

行
け
ど
も
尽
き
ず

け
(
に
)
し
の
倉
垣
や

西
の
倉
垣
や(

催
馬
楽
断
簡
四
辻
切
『
国
宝
手
鑑
藻
塩
草
』
よ
り
)

こ
の
殿
の

奥
の

奥
の
酒
屋
の

う
、
は
た
ま
り

あ
は
れ
う
ば
た
ま
り

は
れ

う
ば
た
ま
り

わ
れ
を

わ
れ
を
恋
ふ
ら
し

こ
さ
か
声
な
る
や

声
な
る
や

(
鍋
島
家
本
『
催
馬
楽
』
よ
り
)



〈
奥
山
〉
を
除
き
、
他
歌
が
単
独
で
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
で
き
る
こ
と
は
、
三
様
を
み
せ
る
〈
此
殿
〉
が
、
催
馬
楽
内
に
お
け
る
分
化
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
が
宮
廷
の
男
踏
歌
に
お
け
る
変
容
に
よ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
と
問
え
ば
、

そ
れ
も
違
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
共
に
歌
わ
れ
る
〈
竹
河
・
我
家
〉
が
、
催
馬
楽
譜
に
お
い
て
、
様
態
変
化
の
痕
跡
を
残
し
て
い
な
い
こ
と

が
、
そ
の
可
能
性
を
妨
げ
る
。
即
ち
、
〈
此
殿
〉
は
、
宮
廷
踏
歌
採
用
以
前
に
三
様
が
す
で
に
作
ら
れ
て
い
た
と
推
測
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
歌
詞
と
内
裏
で
の
男
踏
歌
の
列
立
す
る
位
置
か
ら
す
る
と
、
「
こ
の
殿
の
西
の
倉
垣
」
「
殿
造
り
せ
り
」
「
こ
の
殿
の
奥
の
酒
屋
の

う
、
は
た
ま
り
」
な
ど
、
月
華
門
に
つ
い
で
仙
花
門
か
ら
参
入
す
る

(
『
新
儀
式
』
)
)
踏
歌
一
行
が
、
内
裏
の
西
南
隅
の
建
物
の
校
書
殿
や
蔵
人

所
町
屋
・
進
物
所
を
「
西
の
倉
垣
」
「
行
け
ど
も
尽
き
ず
」
と
す
る
こ
と
や
、
内
裏
の
奥
に
は
な
い
酒
屋
を
、
「
こ
の
殿
の
奥
の
酒
屋
」
と
歌
つ

た
と
す
れ
ば
違
和
が
生
じ
る
。
踏
歌
人
は
西
の
門
か
ら
内
裏
に
参
入
す
る
の
で
、
東
の
酒
殿
を
経
由
せ
ず
、
ま
し
て
や
声
が
き
こ
え
る
距
離

で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
「
西
の
倉
垣
」
に
つ
い
て
は
、
大
内
裏
に
お
け
る
西
辺
は
、
右
近
衛
府
・
右
兵
衛
府
・
内
匠
寮
・
左
馬
寮
・
右
馬
寮
の
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殿
舎
が
立
ち
並
び
、
倉
垣
と
い
う
に
は
適
さ
な
い
。
ま
た
、
大
蔵
の
つ
ら
な
る
所
は
大
内
裏
の
北
辺
と
な
り
方
角
が
適
さ
な
い
。
つ
ま
り
こ

の
二
様
を
歌
う
の
で
あ
れ
ば
、
実
態
を
反
映
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
此
殿
の
三
様
の
中
、
〈
此
殿
(
者
)
〉
「
む
べ
も
と
み
け

り
・
・
・
三
つ
葉
四
つ
葉
の
中
に
殿
造
り
せ
り
」
唯
一
が
、
内
裏
の
景
の
表
情
と
の
間
に
不
具
合
を
起
こ
さ
な
い
歌
と
な
る
。
〈
此
殿
〉
は
、

殿
ぼ
め
の
内
容
か
ら
、
民
間
踏
歌
詞
に
由
来
す
る
か
、
在
来
の
室
寿
の
流
れ
を
引
く
歌
謡
と
し
て
想
定
さ
れ
、
家
に
練
り
込
む
者
た
ち
が
建

築
物
や
家
の
富
を
讃
え
る
祝
福
の
無
数
の
機
会
の
一
端
を
歌
詞
に
残
存
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
〈
此
殿
者
〉
は
、
『
古
今

和
歌
集
』
(
仮
名
序
)
に
採
ら
れ
て
も
い
て
、
当
時
の
「
祝
い
歌
」
と
し
て
広
い
流
布
を
想
定
で
き
る
。
こ
う
し
た
冒
頭
句
を
一
に
す
る
複
数

の
歌
謡
は
、
た
と
え
ば
酒
楽
歌
・
志
都
歌
歌
返
・
天
田
振
他
の
古
事
記
歌
謡
や
、
宮
廷
の
神
楽
歌
、
北
御
門
御
神
楽
他
に
み
え
、
宮
廷
に
保

持
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
歌
謡
に
類
例
を
も
つ
た
め
、
男
踏
歌
の
成
立
に
際
し
て
も
、
宮
廷
保
管
の
古
謡
が
取
り
だ
さ
れ
た
可
能
性
を
考



え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
内
裏
の
構
造
と
異
な
る
景
色
の
他
の
二
様
の
歌
は
、
外
部
か
ら
の
流
入
と
想
定
さ
れ
得
る
の
で
、
三
曲

共
に
外
か
ら
持
ち
こ
ま
れ
た
と
類
推
で
き
る
。

男
踏
歌
の
歌
が
も
と
民
間
に
出
自
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
竹
河
に
も
伺
え
る
。

O
竹
河

竹
河
の

橋
の
つ
め
な
る
や

橋
の
つ
め
な
る
や

花
園
に

は
れ

花
園
に

わ
れ
を
ば
放
て
や

わ
れ
を
ば
放
て
や

め
ざ
し
た
ぐ
へ
て

(
鍋
島
家
本
『
催
馬
楽
』
よ
り
)

「
橋
の
つ
め
な
る
花
園
に
わ
れ
を
ば
放
て
め
ざ
し
た
ぐ
へ
て
」
と
、
川
の
ほ
と
り
の
橋
の
つ
め
に
少
女
と
と
も
に
遊
ぶ
幻
想
的
な
内
容
だ
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が
、
周
知
の
よ
う
に
、
「
つ
め
」
は
、
「
日
本
書
紀
』
『
万
葉
集
』
で
は
歌
垣
の
一
類
の
遊
び
の
行
わ
れ
る
場
で
あ
る
。

つ

め

い

こ

と

じ

わ

ざ

う

た

打
ち
橋
の
頭
の
遊
び
に
出
で
ま
せ
子
玉
手
の
家
の
八
重
子
の
万
自
(
天
智
天
皇
紀
九
年
五
月
条
童
謡
)

を

づ

め

う

つ

つ

お

の

づ

ま

住
吉
の
小
集
楽
に
出
で
て
現
に
も
己
妻
す
ら
を
鏡
と
見
つ
も

右
、
伝
へ
て
云
は
く
、
昔
、
部
人
あ
り
、
姓
名
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。
こ
こ
に
郷
里
の
男
女
、
衆
集
ひ
て
野
遊
す
。
(
万
葉
集
巻

十
六
・
三
八

O
八
)

つ
め

水
辺
や
橋
の
頭
で
、
若
い
男
女
が
集
い
遊
び
を
す
る
こ
と
が
古
来
の
習
俗
に
あ
る
。
万
葉
の
左
注
で
は
野
遊
と
あ
り
、
そ
こ
が
、
男
女
の
出

会
い
の
場
と
な
る
。
竹
河
の
は
し
の
つ
め
の
花
園
に
、
少
女
と
二
人
で
い
よ
う
と
い
う
連
想
も
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
つ
な
が
る
。
作
者
不
明

わ
ざ
・
っ
た

の
童
謡
の
生
ま
れ
る
世
界
と
竹
河
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
伊
勢
の
竹
河
の
つ
め
の
遊
び
の
歌
が
宮
廷
入
り
し
た
後
、
男
踏
歌
に
用
い
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
上
述
の
こ
と
か
ら
、
男
踏
歌
の
歌
が
も
と
民
間
歌
謡
に
出
た
こ
と
が
伺
え
る
。
し
か
も
、
〈
此
殿
〉

の
考
察
か
ら
は
、
宮
廷
保



管
の
民
間
出
自
の
歌
謡
が
、
男
踏
歌
創
造
時
に
も
催
馬
楽
譜
編
纂
時
に
も
、
取
り
出
さ
れ
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
民
間
出

自
の
歌
謡
と
は
、
こ
の
場
合
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
民
間
踏
歌
や
家
の
予
祝
儀
礼
や
歌
垣
の
歌
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
我
家
や
絹
鴨
も

ま
た
こ
う
し
た
経
路
を
類
推
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
課
題
を
残
し
て
い
る
。

以
上
を
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
男
踏
歌
の
歌
詞
は
、
古
代
日
本
の
民
俗
世
界
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
歌
を
主
と
し
、
こ
れ
に
延
暦
以
来
の
踏
歌

詞
(
漢
詩
)
を
併
せ
て
構
成
が
整
え
ら
れ
た
。
構
成
内
容
は
漢
詩
の
唱
調
と
、
民
間
行
事
と
通
じ
る
寿
詞
や
家
ほ
め
の
歌
謡
と
つ
め
の
遊
び

の
歌
で
成
り
、
全
体
と
し
て
、
来
訪
す
る
祝
福
の
徒
の
そ
の
場
で
の
演
技
に
叶
う
万
春
楽
・
絹
鴨
・
此
殿
の
演
奏
と
、
道
行
き
ゃ
退
出
を
印

象
さ
せ
る
竹
河
・
我
家
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
選
歌
に
な
っ
て
い
る
。
洗
練
よ
り
は
俗
性
の
勝
つ
創
造
的
な
構
成
力
が
働
い
て
い
る
の
は
、

宮
廷
行
事
で
あ
り
な
が
ら
、
外
来
の
訪
問
者
を
装
う
の
に
、
詞
や
歌
を
宮
廷
外
に
求
め
る
こ
と
が
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、

わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
行
事
化
さ
れ
た
男
踏
歌
の
中
に
、
宮
廷
と
民
間
と
に
残
る
信
仰
が
習
合
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
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伝
統
的
な
民
間
の
予
祝
行
事
が
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
娯
楽
が
宗
教
性
と
未
分
化
な
状
況
の
再
演
出
が
な
さ
れ
て
い
る

ま
と
め
に
か
え
て

以
上
、
踏
歌
詞
を
追
跡
し
て
く
る
と
、

踏
歌
は
帰
化
人
た
ち
の
歌
垣
の
折
り
の
歌
に
影
響
を
与
え
た
こ
と

踏
歌
詞
は
、
漢
詩
と
や
ま
と
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
に
起
こ
り
、
時
代
の
下
る
に
し
た
が
い
和
風
化
さ
れ
る
こ
と

そ
の
和
風
化
は
里
中
踏
歌
に
お
い
て
進
ん
だ
可
能
性
を
も
つ
こ
と
。

そ
の
際
の
引
力
は
、
わ
が
国
在
来
の
来
訪
神
行
事
・
土
地
ぼ
め
・
宮
ぼ
め
の
祝
福
芸
で
あ
ろ
う
こ
と
。



宮
廷
踏
歌
と
民
間
踏
歌
と
は
並
行
し
て
存
続
し
て
い
た
こ
と

平
安
の
男
踏
歌
で
は
、
漢
詩
の
句
と
や
ま
と
歌
が
共
存
す
る
こ
と

男
踏
歌
は
、
渡
来
芸
能
か
ら
は
じ
ま
っ
た
名
残
を
、
冒
頭
句
の
漢
詩
の
形
式
に
残
し
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
異
国
風
の
様
相
か
ら
脱
し
た

姿
を
よ
く
示
し
て
い
る
こ
と

男
踏
歌
は
後
代
の
社
寺
の
芸
能
へ
影
響
を
与
え
て
い
て
、
そ
の
こ
と
は
逆
に
社
寺
の
踏
歌
詞
が
過
去
の
踏
歌
の
心
意
を
た
ど
る
可
能
性
を
も

っ
こ
と

催
馬
楽
の
興
り
と
男
踏
歌
の
興
り
と
の
時
期
が
重
な
り
、
両
者
が
接
近
し
や
す
か
っ
た
こ
と

男
踏
歌
の
歌
に
は
催
馬
楽
に
採
用
さ
れ
る
も
の
と
採
用
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と

男
踏
歌
に
は
、
民
間
踏
歌
か
在
来
の
来
訪
者
に
よ
る
予
祝
行
事
を
機
会
と
す
る
歌
や
歌
垣
の
歌
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
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此
殿
の
考
察
か
ら
、
民
間
出
自
の
宮
廷
保
管
の
歌
謡
が
、
踏
歌
に
も
催
馬
楽
に
も
取
り
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

男
踏
歌
の
構
成
は
、
踏
歌
詞
か
ら
み
る
か
ぎ
り
民
間
の
予
祝
行
事
の
影
響
下
に
あ
り
、
娯
楽
と
宗
教
性
と
の
未
分
化
な
状
況
を
再
演
出
し
て

い
る
こ
と

し
た
が
っ
て
、
男
踏
歌
に
は
民
間
宮
廷
の
信
仰
が
習
合
さ
れ
て
残
さ
れ
て
い
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と

な
ど
を
説
い
て
き
た
。
持
統
朝
か
ら
後
代
へ
消
滅
す
る
こ
と
な
く
伝
わ
っ
た
踏
歌
は
時
代
を
越
え
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
少
な
か
ら
ぬ
文
献

資
料
と
社
寺
に
伝
わ
っ
た
無
形
文
化
を
残
し
た
。
踏
歌
は
、
わ
が
国
の
芸
能
と
し
て
、
民
間
で
も
広
が
る
経
緯
を
も
つ
な
ど
稀
有
な
息
の
長

さ
を
示
す
。
そ
の
台
本
と
し
て
の
踏
歌
詞
は
、
散
文
・
漢
詩
・
歌
の
姿
を
含
み
、
宮
廷
・
民
間
に
わ
た
る
た
め
把
握
し
に
く
い
対
象
で
あ
る
。

そ
の
諸
相
の
一
端
を
手
繰
っ
て
み
た
。



注2 

土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
一
九
六
五
年
岩
波
書
庖

池
田
弥
三
郎
『
日
本
芸
能
伝
承
論
』
一
九
六
二
年
中
央
公
論
社

「
歌
垣
の
歌
に
日
く
」
の
一
文
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
土
橋
注
1
池
田
注
2
同
書
が
早
く
に
注
意
し
て
い
る
。

『
改
訂
史
籍
集
覧
』
所
収
。
後
藤
昭
雄
「
踏
歌
章
曲
考
」
『
源
氏
物
語
と
東
ア
ジ
ア
』
二

O
一
O
年
新
典
杜
校
訂
で
は
、
人
↓
久

休
徳
な
ど
。
後
藤
論
の
あ
る
こ
と
に
つ
き
佐
藤
道
生
氏
に
教
示
い
た
だ
い
た
。

岩
橋
小
弥
太
『
芸
能
史
叢
説
』
一
九
七
五
年
吉
川
弘
文
館
。
荻
美
津
夫
「
踏
歌
節
会
と
踏
歌
の
意
義
」
「
古
代
中
世
音
楽
史
の
研
究
』

二
O
O
七
年
吉
川
弘
文
館
。
平
間
充
子
「
男
踏
歌
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
日
本
歴
史
六
二

O
号
二

0
0
0
年
一
月
。
後
藤
注
4
論。

藤
原
「
和
琴
と
催
馬
楽
」
『
催
馬
楽
研
究
』
二

O
一
一
年
笠
間
書
院

『
続
々
群
書
類
従
』
五
に
依
る
。
玉
上
琢
粥
編
『
紫
明
抄
河
海
抄
』
一
九
六
八
年
角
川
書
庖
所
収
『
河
海
抄
』
の
同
記
事
で
適
宜
補
っ
た
箇
所

を
含
む
。
{
】
で
示
し
て
い
る

注
7

『
紫
明
抄
河
海
抄
』
よ
り

臼
田
甚
五
郎
「
日
本
に
於
け
る
踏
歌
の
展
開
」
『
神
道
と
文
学
』
一
九
四
一
年
白
帝
社
、
『
臼
田
甚
五
郎
著
作
集
』
第
二
巻
一
九
九
五
年
お
う

ふ
う
再
収
に
よ
る
。

『
中
古
雑
唱
集
』
所
収
。
「
司
中
公
文
抄
」
に
つ
き
信
友
は
「
太
神
宮
司
ノ
記
録
ナ
リ
一
冊
ア
リ
、
録
中
ニ
長
禄
永
享
嘉
吉
等
ノ
年
披
見
ユ
」
と
注
記
。

「
中
古
雑
唱
集
』
は
『
近
世
文
謹
叢
書
第
十
一
』
国
書
刊
行
会
一
九
二
二
年
に
よ
る

『
神
宮
雑
例
集
』
巻
二
(
鎌
倉
時
代
初
期
。
『
群
書
類
従
』
神
祇
部
)
に
よ
り
正
月
十
五
日
「
離
宮
院
踏
歌
」
の
行
わ
れ
た
事
を
確
認
で
き
る
。

尾
崎
知
光
『
改
訂
熱
田
神
宮
の
踏
歌
神
事
」
は
こ
う
し
た
諸
社
寺
の
踏
歌
は
平
安
京
の
貴
族
が
伝
え
た
も
の
と
推
測
す
る
。
な
お
、
諸
社
寺

の
踏
歌
詞
に
つ
い
て
は
、
臼
田
注
9
論
の
見
渡
し
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
問
題
を
鮮
明
に
す
る
た
め
、
鍋
島
家
本
「
催
馬
楽
』
、
天
治
本
『
催
馬
楽
抄
』
、
『
梁
塵
愚
案
抄
』
に
よ
り
、
催
馬
楽
の
範
囲
を
定
め

て
こ
う
論
じ
る
が
、
万
春
楽
と
絹
鴨
と
を
催
馬
楽
と
す
る
『
源
氏
物
語
奥
入
』
竹
河
条
の
理
解
も
存
在
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
『
河
海
抄
』

巻
十
に
「
万
春
楽
踏
歌
曲
催
馬
楽
(
多
)
氏
之
外
不
伝
之
也
」
と
も
み
え
、
多
氏
の
伝
え
る
催
馬
楽
と
踏
歌
曲
は
、
鍋
島
家
本
他
と
範
囲
を
異
な
ら
せ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
多
氏
が
踏
歌
を
行
う
こ
と
は
石
清
水
八
幡
に
お
け
る
例
な
ど
み
る
た
め
、
後
考
を
必
要
と
す
る
。
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井
口
樹
生
『
境
界
芸
文
伝
承
研
究
』
一
九
九
一
年
三
弥
井
書
庖
が
す
で
に
「
「
竹
河
」
は
、
地
方
の
歌
垣
↑
つ
げ
機
会
に
謡
わ
れ
た
歌
謡
が
、

宮
廷
の
踏
歌
節
会
で
謡
わ
れ
、
そ
れ
が
「
催
馬
楽
」
の
一
曲
と
な
っ
た
」
と
し
、
宮
廷
入
り
の
経
緯
に
つ
き
、
大
嘗
祭
悠
紀
国
の
風
俗
歌
と

し
て
入
っ
た
と
想
定
す
る
。

臼
田
注
9
論
は
、
「
此
殿
は
館
を
ほ
め
、
竹
河
は
少
女
を
求
め
、
我
家
は
婿
を
迎
へ
る
意
味
を
現
し
た
催
馬
楽
で
あ
り
、
何
れ
も
興
宴
の
座
を

に
ぎ
や
か
す
歌
謡
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
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